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■�自衛隊への情報提供の除外申請

　市では、18歳となる人の情報を

法令に基づき自衛隊に提供してい

ます。情報提供を望まない場合

は、除外申請を行うことで対象か

ら除外することができます。

【対象】 平成20年４月２日～21年

４月１日生まれの人

【期間】 ４月１日（水）～５月15日（金）

※申請方法など詳しく

は市ホームページをご

覧ください

【問い合わせ】 ●本防災危機管理課

（☎41-3512）

■ウシ、家きんの飼育状況定期報告

　ウシ、家きん（愛玩用含む）を飼

養している人は、２月１日時点の

飼養状況を報告書に記入し、下記

のいずれかに提出してください。

【提出期限】 ▼ウシ…４月15日（水）

▼家きん…６月15日（月）

【提出先】 県南家畜保健衛生所、

農政課、■支産業係

【問い合わせ】 岩手県県南家畜保

健衛生所（☎0197-23-3531）

■�下水道使用料の申告・届け出

　下水道使用料は上水道の使用水

量を基に計算しています。次に該

当する場合は、市に申告または届

け出をお願いします。

①�育苗などで大量の水道水を使用

する場合

　下水道施設に流さない水量を申

告することで下水道使用料が減額

になる場合があります。

【対象】 上水道を育苗に使用し、

公共下水道や農業集落排水施設を

使用している人

※戸別浄化槽の場合は対象外

【申告期限】 使用月のメーター検

針日から７日以内

【申告方法】 汚水量申告書に、下

水道施設へ流す水量・流さない水

量、その算出根拠を記入の上、「水

道使用水量等のお知らせ」を添え

て下記のいずれかの窓口へ

※日頃から下水道施設に流さない

水道水を使用している場合は、計

量メーターの設置をお勧めします

②自家水（井戸水）を使用する場合

　自家水を使用し、公共下水道や

農業集落排水施設に流している場

合は、使用者の状況を考慮し、市

が認定する使用水量を基に下水道

使用料を計算しています。使用場

所や世帯員の構成が変わった場合

は、変更の届け出が必要です。

※正確な使用水量を把握するた

め、自家水用計量メーターの設置

をお願いします

①②共通

【申請窓口】 ●新下水道課、■支建設係

【問い合わせ】 ●新下水道課（☎41-

3563）

■�４月６日～15日は春の全国交通

安全運動「おまじない�自分を守

る�みぎひだり」

　期間中は、交通安全を呼び掛け

る街頭運動などを実施します。

　また、４月10日（金）は「交通事故

死ゼロ目指す日」です。一人一人

が交通ルールを守り、交通安全を

心掛けましょう。

【運動の重点】

◦�通学路、生活道路におけるこども

を始めとする歩行者の安全確保

◦ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者

優先などの安全意識の向上

◦ 自転車、特定小型原動機付自転車

の交通ルールの理解、順守の徹底

【問い合わせ】 ●新市民生活総合相

談センター（☎41-3551）

■�４月６日～15日は春の地域安全

運動「なくそう犯罪�ふやそう笑

顔�みんな大好き岩手県」

　期間中は会社や地域、家庭など

で防犯について考えてみましょう。

【重点項目】

◦�子ども・女性・高齢者の犯罪被害

防止…犯罪が起きにくい地域を

目指し、パトロールや「ながら

見守り」を実践しましょう

◦�鍵掛の励行…自宅や自動車など

の鍵掛けを徹底しましょう

【問い合わせ】 花巻市防犯協会（☎
24-2966）

■ポリテクセンター岩手

　公共職業訓練受講生

【訓練期間】 ６月２日（火）～11月26

日（木）

【募集科】 ビル管理技術科

【定員】 16人

【受講料】 無料

【申込期間】 ４月３日（金）～23日

（木）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【会場・問い合わせ】 ポリテクセン

ター岩手（☎23-5712）

■多文化共生推進事業

��「日本語講座」

【対象】 外国出身の人

【期日】 ４月19日～６月28日の日

曜日、全10回（５月３日を除く）

【時間】 ▼上級…午前10時～10時

50分 ▼初級・中級…午前11時～11

時50分

【会場】 花巻市交流会館

【定員】 各クラス10人（先着順）

【受講料】 無料

【申込開始日時】 ４月２日（木）、午

前９時

【申し込み方法】 オンラ

イン、電話、窓口

【問い合わせ】 花巻国際交流協会

（☎26-5833）

最新の行政情報はラジオから

エフエム・ワンは

78.7MHz
外国語インフォメーション

　 [英語・中国語・韓国語・ベトナム語]

　（月～金曜日、午前６時50分から）

■本庁（本館・新館）　〒025-8601　花城町9-30　　　　☎24-2111　思24-0259
■大 迫 総 合 支 所　〒028-3203　大迫町大迫2-51-4　☎48-2111　思48-2943
■石鳥谷総合支所　〒028-3163　石鳥谷町八幡4-161　☎45-2111　思45-3733
■東 和 総 合 支 所　〒028-0192　東和町土沢8-60　　☎42-2111　思42-3605

【お知らせ中の表記】●本＝本館　●新＝新館　■支＝全ての総合支所　■大＝大迫総合支所　■石＝石鳥谷総合支所　■東＝東和総合支所
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��上記相談には定員があります（先着順）。申し込みは、申込開始日の午

前９時から実施日前日の午後２時までに電話で同センターへ

書類作成に係る相談は受け付けておりません

【問い合わせ・申し込み】�●新市民生活総合相談センタ―（☎41-3550）

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談 ４月８日（水）10:00～15:00

市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

４月７日（火）

司法書士法律相談 ４月15日（水）13:30～15:30 ４月８日（水）

消費者救済資金貸付相談 ４月16日（木）13:00～17:00 ４月９日（木）

弁護士法律相談 ４月22日（水）10：00～15：00 ４月21日（火）

暮らしの行政書士相談 ４月23日（木）13：30～15：30 ４月16日（木）

市民生活
（人権・行政）相談

４月10日（金）10：00～12：00

本庁本館301・304会議室

申し込みは
不要です

大迫総合支所第２会議室

石鳥谷総合支所中会議室

東和総合支所第３会議室

■無料相談をご利用ください

　法律や人権、行政、多重債務などの無料相談会を年間を通して開催し

ています。日程や会場などは「広報はなまき」で随時お知らせします。

　また、定期購入のトラブルについて学べる出前講座も行っています。

詳しくはお問い合わせください。

■針葉樹の小口買い取り

　搬入受け入れ日（４～６月分）

【期日】�４月８日（水）・25日（土）、５

月13日（水）・23日（土）、６月３日（水）・

20日（土）

【時間】�午前10時～午後３時

【搬入場所】� ▼中根子ステーション

〔中根子字弐拾弐神明4-10〕 ▼大迫

ステーション〔大迫町大迫1-4〕 ▼三

郎堤ステーション〔幸田8-408-1〕

【問い合わせ】�花巻市森林組合（☎
41-4555）、同大迫事業センター（☎
48-5311）、農村林務課（☎23-1400）

■市政懇談会

　市長または副市長が各地区へ伺

い、皆さんの声をお聞きします。

地域の声を市に伝える貴重な機会

ですので、ぜひご参加ください。

【時間】�午後６時（１時間30分程度）

※そのほかの地区の日程について

も決まり次第、広報はな

まきや市ホームページな

どでお知らせします

【問い合わせ】�●本地域づくり課（☎
41-3514）

期日 地区 会場

４月28日（火）花巻中央 まなび学園

■市長との対話

期日 会場 予約期限

４月
16日（木）

市役所本庁本館
４月
15日（水）

４月
17日（金）

大迫総合支所
４月
16日（木）

【時間】� ▼本庁…午後１時15分 ▼

大迫総合支所…午前９時30分

【定員】�各５人程度

【申し込み方法】�予約期限の午後

４時30分までに、電話または口頭

で下記へ

※対話は１人につき10分程度とし

ます

【問い合わせ・申し込み】�●本地域づ

くり課（☎41-3514）、■支地域づく

り係（■大☎41-3121）

◉本年度の開催日程について

　本年度の市長との対話は、各地

域隔月で開催します。５月は石鳥

谷総合支所および東和総合支所で

開催予定です。

　日程については決まり次第、

広報はなまきや市ホーム

ページなどでお知らせし

ます。

　市の取り組みについて、思って

いること、感じていることを聞か

せてください。

■食料品等物価高騰支援給付金

　（市民１人当たり７千円）の

　申請はお済みですか

　申請がまだの人は期限までに手

続きをお願いします。なお、マイ

ナンバーと公金受取口座をひも付

け、登録している人でも、申請の

お知らせが届いた場合

には、申請をお願いし

ます。

【対象】�１月１日時点で本市の住

民基本台帳に登録されている人

【給付額】�１人当たり７千円

【申請期限】�４月30日（木）

※当日消印有効

【問い合わせ・申請】�●新地域福祉課

（〒025-8601�花城町9-30�☎41-

3572）

■証明書のコンビニ交付の手数料

　を減額しました

　４月１日から住民票の写しなど

各種証明書のコンビニ交付の手

数料を300円から200円に減額しま

す。また、市役所本館にあるセル

フ端末で申請した際の手数料も同

様に減額しました。安くて便利なコ

ンビニ交付をぜひご利用ください。

【対象の証明書】�住民票の写し、

戸籍の附票の写し、印鑑登録証明

書、課税（所得）証明書

【問い合わせ】�●本市民登録課（☎
41-3547）

■�第28回岩手県障がい者スポーツ

大会

　スポーツを通じて、障がい者の

自立と社会参加を推進することを

目的に開催します。

【対象】�県内在住で13歳以上の身

体・知的・精神の障がいがある人

【日時】�６月６日（土）、午前10時

【会場】�県営運動公園（盛岡市）ほか

【競技種目】�陸上、水泳、卓球、ボ

ウリング、フライングディスクなど

【申込期限】�４月16日（木）

【問い合わせ・申し込み】�●新障がい

福祉課（☎41-3581）

クマを見掛けたら　本庁（☎24-2111）または各総合支所（■大☎48-2111、■石☎
45-2111、■東☎42-2111）に電話の上「クマを見た」とお伝えください。担当課
へつなぎます。けがや救急の場合は☎119番へ。


